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労
働
保
険
の
年
度
更
新

　

労
働
者
を
雇
用
し
て
い
る
事
業
者

は
、
労
働
保
険（
労
災
保
険
・
雇
用
保

険
）の
年
度
更
新
を
、
７
月
12
日（
月
）

ま
で
に
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
労
働
保
険
の
申
告
・
納
付
は
、
岡
山

労
働
局（
岡
山
市
）か
労
働
基
準
監
督
署

（
岡
山
市
・
倉
敷
市
）、
ま
た
は
金
融
機

関
で
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、

総
務
省
が
運
営
す
る
行
政
ポ
ー
タ
ル
サ

イ
ト
「
eイ
ー

ガ

ブ

‐
G
o
v
」
を
利
用
し
て

電
子
申
請
を
行
う
こ
と
も
で
き
ま
す
の

で
、
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

年
度
更
新
申
告
書
の
書
き
方
や
申

告
・
納
付
の
方
法
、
年
度
更
新
申
告
書

の
書
き
方
な
ど
に
つ
い
て
、
詳
し
く
は

厚
生
労
働
省
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

問
労
働
保
険
年
度
更
新
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

☎
０
８
０
０
‐
５
５
５
‐
６
７
８
０

（
開
設
は
７
月
16
日（
金
）ま
で
）

厚生労働省
ウェブサイト

e-Gov ポータル

　
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
は
、
公
的
年
金
な
ど
の
収
入
や
そ
の
他
の
所
得
額
が
一

定
基
準
額
以
下
の
年
金
受
給
者
の
生
活
を
支
援
す
る
た
め
に
、
消
費
税
率
引
き
上
げ

分
を
活
用
し
、
年
金
に
上
乗
せ
し
て
支
給
さ
れ
る
も
の
で
す
。

　
給
付
金
を
受
け
取
る
に
は
、
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
請
求
書
の
提
出
が
必
要
で

す
の
で
、
次
の
よ
う
に
手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
日
本
年
金
機
構
高
梁
年
金
事
務
所
☎
21
‐
０
５
７
０
／
市
民
課
☎
21
‐
０
２
５
２

請求手続きの流れ
①�年金生活者支援給付金請求書に必要事項を記入して、年金事務所に提出する（郵
送も可）。�請求書は年金事務所、市民課、各地域局に備えています。これから
年金を請求する人は、年金の請求書も一緒に提出してください。
②審査結果の通知が日本年金機構から届く。
※年金の請求書と併せて提出した場合、審査結果は年金証書送付後に送ります。
③給付金が支払われる月の上旬に日本年金機構から振込通知書が届く。
④通知書に記載のある給付額が支給される。

支給要件（各給付金の支給要件をそれぞれ全て満たしている人が対象）
老齢（補足的老齢）年金生活者支援給付金
① 65歳以上で、老齢基礎年金を受けている
②請求する人の世帯全員の市税が非課税となっている
③前年の年金収入額とその他の所得額の合計が 87万 9900 円以下
障害年金生活者支援給付金
①障害基礎年金を受けている
②前年の所得額が「462万 1000 円＋扶養親族の数× 38万円」以下
遺族年金生活者支援給付金
①遺族基礎年金を受けている
②前年の所得額が「462万 1000 円＋扶養親族の数× 38万円」以下
※令和３年 10月から前年の所得基準額が変更されます。

年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
の
請
求
に
つ
い
て

※�給付金の支払いは、原則、２カ月分を翌々月中旬に年金と同じ受取口座に、年金
とは別途支払われます。（例 : ６月～７月分を８月中旬の年金支払日に振り込み）
※�原則、請求した月の翌月分からの支払いとなりますので、速やかな請求手続きを
お願いします。

高梁市の市外局番は「0866」です11 Ｒ3 (2021) ６月
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